
「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」新旧対照表 
該当箇所 改定後 現行 

第１の１ 

（１頁） 

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為

の是正等に関する特別措置法（以下「本法」という。）は、平成 26 年４月１

日及び 平成 29 年４月１日 における消費税率（地方消費税率を含む。以下同

じ。）の引上げに際し、消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）の円滑かつ適

正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の

表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別

の措置について定めている。 

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為

の是正等に関する特別措置法（以下「本法」という。）は、平成 26 年４月１

日及び 平成 27年 10月１日 における消費税率（地方消費税率を含む。以下同

じ。）の引上げに際し、消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）の円滑かつ適

正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の

表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別

の措置について定めている。 
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